
●【広告物の除去】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●【広告物の表示の内容の変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告物又は掲出物件の滅失 

屋外広告物除去（滅失）届 

（様式第６号、除去前後の写真） 

※１ 

※１ 

軽微な変更とは、 

定期的に変更する広告物を表示するために

設置した施設又は物件に表示する広告物の

表示の変更 

広告物の表示内容の変更 届出不要 

軽微な場合 

屋外広告物変更届 

（様式第８号、変更内容が確認で

きる図面及び写真） 

正・副の２部提出 

軽微でない場合 


